
 

 

 

資料№77 

  

兵庫衛星通信ネットワーク設備更新負担金・兵庫衛星通信ネットワーク管理 

運営協議会分担金の詳細について 

  

都市安全部総合防災課 

消防本部指令課 

 

１ 兵庫衛星通信ネットワーク設備更新負担金について 

  兵庫衛星通信ネットワークとは、一般財団法人自治体衛星通信機構が管理運営する通

信衛星等の設備を利用し、国、都道府県、市町村、消防本部等の間で、音声やデータ、

映像の送受信を行う通信システムのうち、兵庫県に関する部分をいいます。 

  耐災害性に優れた通信手段として平成５年に導入され（第１世代）、平成２７年度に

市町・消防本部がそれぞれ更新（第２世代化）されました。現行の第２世代衛星通信に

ついては、運用終期が令和９年度までとされており、引き続き同ネットワークを利用す

るため、兵庫県内の市町・消防本部は、令和７～８年度に設備更新（第３世代化）する

予定で更新負担金を令和７年度予算に計上しています。なお、整備費用の１／２を県が、

残りの１／２を市町・消防本部が負担します。（負担金の額：宝塚市８３０万円、消防

本部７９０万円） 

 

２ 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金について 

  兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会とは、兵庫衛星通信ネットワークについて、

兵庫県、市町、消防本部及び防災関係機関の相互の連絡を密にし、円滑な管理運営を図

ることを目的として平成５年に設置されました。 

  構成員は兵庫県、市町及び消防本部で、事務局は兵庫県危機管理部災害対策課です。

構成員は、協議会運営費として会則に定める分担金を毎年負担しています。 

 （分担金の額：宝塚市４２万円、消防本部３９万円） 


